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分用

取得等 の の 類 の区分

（注）1 には、 年 15 に いて屋 （その骨 みを含みます。）を有し、土地に定 した建造物として られる

の にあるもの 含まれます。

2 取得 の場合には、上記 の にあるもの 含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のた の金銭を建売住宅又は 譲

の取得の対価に てている場合であっても、 年 15 までにその引 しを受けていなければなりません。

3 等 には、 年 15 に いて 築又は 築 の屋 （その骨 みを含みます。）を有し、 存の家屋と

となって土地に定 した建造物として られる の にあるもの 含まれます。

4 「 住宅取得等資金の 」又は「 に係る住宅取得等資金の 」と「 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相

の特例」とを 用して適用する場合には、それ れの特例用の により 目や添付書 を

する あります。

取得等 の の の の 要

「 住宅取得等資金の 」の適用を受ける の しくは に 当することとなった場合又は「 住宅取得
等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」 しくは「 に係る住宅取得等資金の 」の適用を
受ける の に 当することとなった場合には、 特例の適用 されます。

21年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けた で、その適用を受
けて 築 しくは取得又は 築等をした住宅用の家屋 者生 建支 号に 定する で定

る自 により （通常の によっては原 な を含みます。 です。）をした場合
年 に住宅取得等資金の贈与を受けた で に る場合に 当する場合

年 15 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築
等 できな った場合

年 15 までに住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築等をした 、その住宅用の家屋 によ
り をした場合
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住宅用の家屋に対し

て 築又は 築など

の 事をした場合

用

の種類

（注 住宅）

などにより住宅用の

家屋を 築した場合

建売住宅や 譲
を売 などにより住宅
用の家屋として 入した場
合

   

取 得 等

の

、61
し

の 用

の

   
の 用

の

の しの し

　 に る の に て 用する なります。な 、 特例の の には、そ

の適用に な書 の 記載されています。また、 に係る住宅取得等資金の を適用する場合には、

取得等 の の「 」及び「添付書 」を 用しますので、 しくは に

ください。 って、 及び の は に 載しています。

取得等 の の については61 を、 取得等 の た の

の の については62 を、「 取得等 の 」の については63 を参

してください。

あなたは、贈与を受けた に いて贈与者の （ や など）です 。

あなたは、 13年 に生まれた です 。

あなたは、 21年 ら 26年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けたこと あ

ります 。

用の の 取得
築又は取得をした住宅用の家屋は、あなたの配偶者、 など特別の関係 ある との に き 築（これらの

らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をし、又はこれらの ら取得（その敷地の用に供

されている土地等の取得を含みます。）をしたものです 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）又は取得

（その敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。）をし、贈与を受けた金銭の 額をその対価に てました 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築の 事 （ 築の 事の に る を含みます。）又は住宅

用の家屋の取得をしています 。 

築又は取得をした住宅用の家屋は 内にあり、 記 上の 積（ 有建物の場合はその 有 の

積）は 上2 で、 つ、その家屋の 積の の 上に相当する あなたの居住の用に供され

るものです 。

用の の 取得 した の 記 し

取得をした住宅用の家屋は、 のい れ に 当します 。

建築 用されたことのない住宅用の家屋

建築 用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の 2 年 内（ 建築物の場合は25年 内）に

建築されたもの

(注) 「 建築物」とは、 骨造、 造又は 骨 造などのものをいいます。

 建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 に適合するものとして の 類

の ・ ・ の の書 により証明されたもの

建築 用されたことのある住宅用の家屋(上記 及び のい れにも 当しないものに ります。)で、その

住宅用の家屋の取得の までに その住宅用の家屋の を うことにつき の 類

の ・ ・ の の 書等に いて 事などに をし、 年 1 まで

にその によりその住宅用の家屋 に適合することとなったことにつき、 の 類

の ・ ・ の の証明書等により証明 されたもの

分 取得等 の の

当する を

で んでください

　この は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」を適用すること できる どう について な

目を したものです。 欄の のみに ある場合（ の 目は除きます。）には、原 としてこの特例の適用を受けること

できます。な 、この は、 用の の 取得 した を対 としています。

また、 の場合には、この と なる ありますので、 分 取得等 の の

の の 取得用 を せて 用ください。な 、

は に 載しています。

　 21年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けた で、その適用を受けて 築 しくは取得又は

築等をした住宅用の家屋 者生 建支 号に 定する で定 る自 により （通常の によっては原

な を含みます。 です。）をした場合

　 年 に住宅取得等資金の贈与を受けた で に る場合に 当する場合

　 年 1 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築又は取得 できな った場合

　 年 1 までに住宅用の家屋の 築又は取得をした 、その住宅用の家屋 により をした場合
1　上記 に 当する の「 額 に関する事 」は、 1で してください。

　2　上記 に 当する は、「 住宅用の家屋の 築又は取得 に関する事 」の「取得をした」を「取得をする」に、「 額 に関する事 」の「
12 に る書 により証明されたもの」を「 12 に る書 により証明される みであるもの」に えて してください。 

　あなたの 年 の 得 に係る合計 得金額は、2 （ 築又は取得をした住宅用の家屋の 記
上の 積 上 の場合は、1 ）です 。

（注）1　「 築の 事の に る 」とは、屋 （その骨 みを含みます。）を有し、土地に定 した建造物として られる
の をいいます。

 　　2　「取得」の場合には、上記 の にあるもの 含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のた の金銭を建売住宅又は 譲
の取得の対価に てている場合であっても、 年 1 までにその引 しを受けていなければなりません。

 　　3　受贈者 「住宅用の家屋」を 有する（ 有 を有する場合も含まれます。）ことにならない場合は、この特例の適用を受け
ることはできません。

の

（注）　 の場合に 当する場合には、この の「 12」の「 額」と なる場合 ありますので、 しくは に ください。
・　 2 年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けている場合                                             
・　 年 に贈与により取得した住宅取得等資金について「住宅取得等資金の 」の適用を受ける場合に いて、住宅用の家屋の 築 しくは取得又は

築等に係る 上あるとき

0

贈与を受けた に、あなたは、 内に住 を有し、 つ、 を有していました （注）。

(注) 内に住 を有し、 つ、 を有する でない場合であっても、相 の 号に る居住
者又は 号に る 居住 者である場合には、「はい」を で んでください。これらの

の については1 を ください。

あなたは、 に 築又は取得をした住宅用の家屋に居住しています （居住していない場合には、 年12 31

までに なくその家屋に居住する みです 。）。

　 の の の に た

額を で んでください。

　な 、 の 年

の場合は、この特例の適用を受けるこ

とはできません。

(注 　「 等住宅」とは、 定の

、 又は

を たす住宅用の家屋であることに

つき、 の 類

の に る書 により証

明されたものをいいます。

住宅用の家屋の 築 しく

は取得又は 築等に係る

の

2 年 12 31 まで

　 の の場合

等住宅 記 の住宅 等住宅 記 の住宅

28 年 ら
31 年 31 まで

31 年 ら
年 31 まで

年 ら
年 12 31 まで

　住宅用の家屋の 築 しくは取
得又は 築等に係る対価等の額
に含まれる 等の 1
である場合
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分用

取得等 の の 類 の区分

（注）1 には、 年 15 に いて屋 （その骨 みを含みます。）を有し、土地に定 した建造物として られる

の にあるもの 含まれます。

2 取得 の場合には、上記 の にあるもの 含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のた の金銭を建売住宅又は 譲

の取得の対価に てている場合であっても、 年 15 までにその引 しを受けていなければなりません。

3 等 には、 年 15 に いて 築又は 築 の屋 （その骨 みを含みます。）を有し、 存の家屋と

となって土地に定 した建造物として られる の にあるもの 含まれます。

4 「 住宅取得等資金の 」又は「 に係る住宅取得等資金の 」と「 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相

の特例」とを 用して適用する場合には、それ れの特例用の により 目や添付書 を

する あります。

取得等 の の の の 要

「 住宅取得等資金の 」の適用を受ける の しくは に 当することとなった場合又は「 住宅取得
等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」 しくは「 に係る住宅取得等資金の 」の適用を
受ける の に 当することとなった場合には、 特例の適用 されます。

21年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けた で、その適用を受
けて 築 しくは取得又は 築等をした住宅用の家屋 者生 建支 号に 定する で定

る自 により （通常の によっては原 な を含みます。 です。）をした場合
年 に住宅取得等資金の贈与を受けた で に る場合に 当する場合

年 15 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築
等 できな った場合

年 15 までに住宅用の家屋の 築 しくは取得又は 築等をした 、その住宅用の家屋 によ
り をした場合
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などにより住宅用の

家屋を 築した場合

建売住宅や 譲
を売 などにより住宅
用の家屋として 入した場
合
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の

、61
し
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の
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　 に る の に て 用する なります。な 、 特例の の には、そ

の適用に な書 の 記載されています。また、 に係る住宅取得等資金の を適用する場合には、

取得等 の の「 」及び「添付書 」を 用しますので、 しくは に

ください。 って、 及び の は に 載しています。

取得等 の の については61 を、 取得等 の た の

の の については62 を、「 取得等 の 」の については63 を参

してください。

あなたは、贈与を受けた に いて贈与者の （ や など）です 。

あなたは、 13年 に生まれた です 。

あなたは、 21年 ら 26年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けたこと あ

ります 。

用の の 取得
築又は取得をした住宅用の家屋は、あなたの配偶者、 など特別の関係 ある との に き 築（これらの

らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をし、又はこれらの ら取得（その敷地の用に供

されている土地等の取得を含みます。）をしたものです 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）又は取得

（その敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。）をし、贈与を受けた金銭の 額をその対価に てました 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築の 事 （ 築の 事の に る を含みます。）又は住宅

用の家屋の取得をしています 。 

築又は取得をした住宅用の家屋は 内にあり、 記 上の 積（ 有建物の場合はその 有 の

積）は 上2 で、 つ、その家屋の 積の の 上に相当する あなたの居住の用に供され

るものです 。

用の の 取得 した の 記 し

取得をした住宅用の家屋は、 のい れ に 当します 。

建築 用されたことのない住宅用の家屋

建築 用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の 2 年 内（ 建築物の場合は25年 内）に

建築されたもの

(注) 「 建築物」とは、 骨造、 造又は 骨 造などのものをいいます。

 建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 に適合するものとして の 類

の ・ ・ の の書 により証明されたもの

建築 用されたことのある住宅用の家屋(上記 及び のい れにも 当しないものに ります。)で、その

住宅用の家屋の取得の までに その住宅用の家屋の を うことにつき の 類

の ・ ・ の の 書等に いて 事などに をし、 年 1 まで

にその によりその住宅用の家屋 に適合することとなったことにつき、 の 類

の ・ ・ の の証明書等により証明 されたもの

分 取得等 の の

当する を

で んでください

　この は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」を適用すること できる どう について な

目を したものです。 欄の のみに ある場合（ の 目は除きます。）には、原 としてこの特例の適用を受けること

できます。な 、この は、 用の の 取得 した を対 としています。

また、 の場合には、この と なる ありますので、 分 取得等 の の

の の 取得用 を せて 用ください。な 、

は に 載しています。

　 21年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けた で、その適用を受けて 築 しくは取得又は

築等をした住宅用の家屋 者生 建支 号に 定する で定 る自 により （通常の によっては原

な を含みます。 です。）をした場合

　 年 に住宅取得等資金の贈与を受けた で に る場合に 当する場合

　 年 1 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築又は取得 できな った場合

　 年 1 までに住宅用の家屋の 築又は取得をした 、その住宅用の家屋 により をした場合
1　上記 に 当する の「 額 に関する事 」は、 1で してください。

　2　上記 に 当する は、「 住宅用の家屋の 築又は取得 に関する事 」の「取得をした」を「取得をする」に、「 額 に関する事 」の「
12 に る書 により証明されたもの」を「 12 に る書 により証明される みであるもの」に えて してください。 

　あなたの 年 の 得 に係る合計 得金額は、2 （ 築又は取得をした住宅用の家屋の 記
上の 積 上 の場合は、1 ）です 。

（注）1　「 築の 事の に る 」とは、屋 （その骨 みを含みます。）を有し、土地に定 した建造物として られる
の をいいます。

 　　2　「取得」の場合には、上記 の にあるもの 含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のた の金銭を建売住宅又は 譲
の取得の対価に てている場合であっても、 年 1 までにその引 しを受けていなければなりません。

 　　3　受贈者 「住宅用の家屋」を 有する（ 有 を有する場合も含まれます。）ことにならない場合は、この特例の適用を受け
ることはできません。

の

（注）　 の場合に 当する場合には、この の「 12」の「 額」と なる場合 ありますので、 しくは に ください。
・　 2 年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けている場合                                             
・　 年 に贈与により取得した住宅取得等資金について「住宅取得等資金の 」の適用を受ける場合に いて、住宅用の家屋の 築 しくは取得又は

築等に係る 上あるとき

0

贈与を受けた に、あなたは、 内に住 を有し、 つ、 を有していました （注）。

(注) 内に住 を有し、 つ、 を有する でない場合であっても、相 の 号に る居住
者又は 号に る 居住 者である場合には、「はい」を で んでください。これらの

の については1 を ください。

あなたは、 に 築又は取得をした住宅用の家屋に居住しています （居住していない場合には、 年12 31

までに なくその家屋に居住する みです 。）。

　 の の の に た

額を で んでください。

　な 、 の 年

の場合は、この特例の適用を受けるこ

とはできません。

(注 　「 等住宅」とは、 定の

、 又は

を たす住宅用の家屋であることに

つき、 の 類

の に る書 により証

明されたものをいいます。

住宅用の家屋の 築 しく

は取得又は 築等に係る

の

2 年 12 31 まで

　 の の場合

等住宅 記 の住宅 等住宅 記 の住宅

28 年 ら
31 年 31 まで

31 年 ら
年 31 まで

年 ら
年 12 31 まで

　住宅用の家屋の 築 しくは取
得又は 築等に係る対価等の額
に含まれる 等の 1
である場合
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の            の   

11

15 し の し
用の の 取得 の用 の用 記載

した 類
取得 した 用の の用 類

分 取得等 の の 類 取得用

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」の適用を受けるた の添付書 等
を する に 用してください（ 12 は、53 の の 号に対 しています。）。

な 、この添付書 は、 用の の 取得 した を対 としています。

類 等

の の などで、 の内容を証する書
受贈者の 名、生年 贈与者 受贈者の に 当すること

など 年 の 得 に係る 得 類 分の 得
得 の した 、 の した の 記

、 得 類 要

21 分 26 分 の の の などで「住宅取得等資金の 」の適用の有 を
してください。 (注) 添付書 として 出する はありません。

用の の 取得

2
・
1  

住宅用の家屋の の の しや の しなどで の内容を明ら にする書
築に係る 又は取得の相手方（ 築又は取得に係る住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又

は供されている土地等の取得の相手方を含みます。）
築又は取得に係る の をした年

・

・

15 の 取得し

(注)1 取得をした建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 記事 証明書によって 積及び築年 明

ら でないときには、それらを明ら にする書 も です。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築又は取得のた の金銭により、その 築又は取得をした住宅用の家屋の敷

地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取得したときには、その土地等に関する 記事 証明

書も せて 出してください。

に るい れ の書 取得した 、 の の

の 要

a 

b の し
c 類  

(注 )

に るい れ の 書等の し（住宅用の家屋の を うことにつ
き をしたことを証する書 ）及びその 書等に た証明書等（取得した

、 の の の 要
等書明証等書

a の の の

b 
c の し

d 
類

(注)1 書等は、住宅用の家屋の取得の までに った に係るものに り、証明書等は、 年
15 までに に適合することとなった住宅用の家屋に係るものに ります。

2 「建 住宅 価書の し」は、 等 に係る 価 等 、 又は であるものに ります。

の

の
の しなどで

た
の 用の
の

類
（ 事の 定年
の記載 あるものに
ります。）

した 用の
の用 し

た 記
の 類

類

の

12

取得した 用の 等 の し

15 の 取得し
に るい れ の書

a 

b の し

c 及び の書
等 の の し

用 の し 又は

d 及び の書
等 の の し

用 の し 又は

(注)1 「住宅 証明書」は、建築 用されたことのある住宅用の家屋の取得の場合には、その家屋の取得の

年 内又は取得の にその証明のた の家屋の したものに ります。

  2

3　 及び については、 築又は建築 用されたことのない住宅用の家屋の取得の場合に ります。

「建 住宅 価書の し」は、 に るもののい れ の を有すること 証明されるものに りま

す。な 、建築 用されたことのある住宅用の家屋の取得の場合には、その家屋の取得の 年 内又は取

得の に 価されたものに ります。

等 等 等 又は 等 又は 建築物  

齢者等配 対 等 、 又は

の

した
用の の

した

記の 類

類

　 築又は取得に係る対価等の額及びこれらの額に含まれる 額及び地方 額の合計額（ 築又は取
得に係る対価等の額に含まれる 等の 1 である場合のみ となります。）

その家屋 住宅用の家
屋に 当すること及び

積を明ら にする
書

１
・
２

1 「 適合証明書」は、その家屋の取得の 年 内にその証明のた の家屋の し
たものに ります。

2 「建 住宅 価書の し」は、その家屋の取得の 年 内に 価されたもので、 等 に
係る 価 等 、 又は であるものに ります。

3 「 存住宅売 保 保険 されていることを証する書 」は、その保険 その
家屋の取得の 年 内に されたものに ります。

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出

をすることにより、 記事 証明書の原 の添付を すること できます。

の

用の 記
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の            の   

11

15 し の し
用の の 取得 の用 の用 記載

した 類
取得 した 用の の用 類

分 取得等 の の 類 取得用

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」の適用を受けるた の添付書 等
を する に 用してください（ 12 は、53 の の 号に対 しています。）。

な 、この添付書 は、 用の の 取得 した を対 としています。

類 等

の の などで、 の内容を証する書
受贈者の 名、生年 贈与者 受贈者の に 当すること

など 年 の 得 に係る 得 類 分の 得
得 の した 、 の した の 記

、 得 類 要

21 分 26 分 の の の などで「住宅取得等資金の 」の適用の有 を
してください。 (注) 添付書 として 出する はありません。

用の の 取得

2
・
1  

住宅用の家屋の の の しや の しなどで の内容を明ら にする書
築に係る 又は取得の相手方（ 築又は取得に係る住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又

は供されている土地等の取得の相手方を含みます。）
築又は取得に係る の をした年

・

・

15 の 取得し

(注)1 取得をした建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 記事 証明書によって 積及び築年 明

ら でないときには、それらを明ら にする書 も です。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築又は取得のた の金銭により、その 築又は取得をした住宅用の家屋の敷

地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取得したときには、その土地等に関する 記事 証明

書も せて 出してください。

に るい れ の書 取得した 、 の の

の 要

a 

b の し
c 類  

(注 )

に るい れ の 書等の し（住宅用の家屋の を うことにつ
き をしたことを証する書 ）及びその 書等に た証明書等（取得した

、 の の の 要
等書明証等書

a の の の

b 
c の し

d 
類

(注)1 書等は、住宅用の家屋の取得の までに った に係るものに り、証明書等は、 年
15 までに に適合することとなった住宅用の家屋に係るものに ります。

2 「建 住宅 価書の し」は、 等 に係る 価 等 、 又は であるものに ります。

の

の
の しなどで

た
の 用の
の

類
（ 事の 定年
の記載 あるものに
ります。）

した 用の
の用 し

た 記
の 類

類

の

12

取得した 用の 等 の し

15 の 取得し
に るい れ の書

a 

b の し

c 及び の書
等 の の し

用 の し 又は

d 及び の書
等 の の し

用 の し 又は

(注)1 「住宅 証明書」は、建築 用されたことのある住宅用の家屋の取得の場合には、その家屋の取得の

年 内又は取得の にその証明のた の家屋の したものに ります。

  2

3　 及び については、 築又は建築 用されたことのない住宅用の家屋の取得の場合に ります。

「建 住宅 価書の し」は、 に るもののい れ の を有すること 証明されるものに りま

す。な 、建築 用されたことのある住宅用の家屋の取得の場合には、その家屋の取得の 年 内又は取

得の に 価されたものに ります。

等 等 等 又は 等 又は 建築物  

齢者等配 対 等 、 又は

の

した
用の の

した

記の 類

類

　 築又は取得に係る対価等の額及びこれらの額に含まれる 額及び地方 額の合計額（ 築又は取
得に係る対価等の額に含まれる 等の 1 である場合のみ となります。）

その家屋 住宅用の家
屋に 当すること及び

積を明ら にする
書

１
・
２

1 「 適合証明書」は、その家屋の取得の 年 内にその証明のた の家屋の し
たものに ります。

2 「建 住宅 価書の し」は、その家屋の取得の 年 内に 価されたもので、 等 に
係る 価 等 、 又は であるものに ります。

3 「 存住宅売 保 保険 されていることを証する書 」は、その保険 その
家屋の取得の 年 内に されたものに ります。

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出

をすることにより、 記事 証明書の原 の添付を すること できます。

の

用の 記

11

贈与を受けた に、あなたは、 内に住 を有し、 つ、 を有していました （注）。
(注) 内に住 を有し、 つ、 を有する でない場合であっても、相 の 号に る居住

者又は 号に る 居住 者である場合には、「はい」を で んでください。これらの
の については10 を ください。

12
あなたは、 に 築等をした住宅用の家屋に居住しています （居住していない場合には、

年12 31 までに なくその家屋に居住する みです 。）。

この は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」を適用すること できる どう について な

目を したものです。 欄の のみに ある場合（ 13 の 目は除きます。）には、原 としてこの特例の適用を受け

ること できます。な 、この は、 用の の 等 した を対 としています。

また、 の場合には、この と なる ありますので、 分 取得等 の の

21年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けた で、その適用を受けて 築 しくは取得又は

築等をした住宅用の家屋 者生 建支 号に 定する で定 る自 により （通常の によっては原

な を含みます。 です。）をした場合

年 に住宅取得等資金の贈与を受けた で に る場合に 当する場合

年 15 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築等 できな った場合

年 15 までに住宅用の家屋の 築等をした 、その住宅用の家屋 により をした場合
1 上記 に 当する の「 額 に関する事 」は、 で してください。
2

分 取得等 の の

あなたは、贈与を受けた に いて贈与者の （ や など）です 。

あなたは、 13年 に生まれた です 。

あなたは、 21年 ら 26年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を
受けたこと あります 。

用の の 等

あなたの配偶者、 など特別の関係 ある との に き住宅用の家屋の 築等（これらの
らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をしたものです 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築等（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含
みます。）をし、贈与を受けた金銭の 額をその対価に てました 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築等の 事 （ 築等の 事の に る
を含みます。）しています 。

(注) 「 築等の 事の に る 」とは、 築又は 築 の屋 （その骨 みを含みます。）を有し、

存の家屋と となって土地に定 した建造物として られる の をいいます。

築等をした住宅用の家屋は 内にあり、 築等 の住宅用の家屋の 記 上の 積
（ 有建物の場合はその 有 の 積）は40 上240 で、 つ、その家屋の 積の

の 上に相当する あなたの居住の用に供されるものです 。

築等に係る 事は、あなた 有し、 つ、居住している家屋に対して ったもので、 定の
事に 当することにつき、56 の 類 の に る書 により証明

されたものです 。

10

築等に係る 事に した 用の額は100 上です 。
また、 築等の 事に した 用の額の の 上 、あなたの居住の用に供する の 事

に したものです 。

の

当する を

で んでください

（注）　 の場合に 当する場合には、この の「 13」の「 額」と なる場合 ありますので、 しくは に ください。
・　 2 年 ら 年 までの贈与 の 告で「住宅取得等資金の 」の適用を受けている場合                                             
・　 年 に贈与により取得した住宅取得等資金について「住宅取得等資金の 」の適用を受ける場合に いて、住宅用の家屋の 築 しくは取得又は

築等に係る 上あるとき

13

　 の の の に た

額を で んでください。

　な 、 の 年

の場合は、この特例の適用を受けるこ

とはできません。

(注 　「 等住宅」とは、 定の

、 又は

を たす住宅用の家屋であることに

つき、 の 類

の に る書 により証

明されたものをいいます。

住宅用の家屋の 築 しく

は取得又は 築等に係る

の

　 の の場合

等住宅 記 の住宅 等住宅 記 の住宅

　住宅用の家屋の 築 しくは取
得又は 築等に係る対価等の額
に含まれる 等の 1
である場合

の の 等用 を

は に 載しています。

せて 用ください。な 、

　あなたの 年 の 得 に係る合計 得金額は、2 （ 築等をした の住宅用の家
屋の 記 上の 積 上 の場合は、1 ）です 。

　上記 に 当する は、「 住宅用の家屋の 築等 に関する事 」の「 築等をした」を「 築等をする」に、「 事に した」を「 事に す
る」に、「 額 に関する事 」の「 13 に る書 により証明されたもの」を「 13 に る書 により証明される みであるもの」
に えて してください。

2 年 12 31 まで

28 年 ら
31 年 31 まで

31 年 ら
年 31 まで

年 ら
年12 31 まで
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の   の   

分 取得等 の の 類 等用

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」の適用を受けるた の添付書 等
を する に 用してください（ 13 は、55 の の 号に対 しています。）。

な 、この添付書 は、 用の の 等 した を対 としています。

類 等

の の などで、 の内容を証する書
受贈者の 名、生年 贈与者 受贈者の に 当すること

など 年 の 得 に係る 得 類 分の 得
得 の した 、 の した の 記

、 得 類 要

21 分 26 分 の の の などで「住宅取得等資金の 」の適用の有 を
してください。(注) 添付書 として 出する はありません。

用の の 等

・
13

住宅用の家屋の 等 の の しなどで の内容を明ら にする書

・

15 等の し

(注)1 築等をした住宅用の家屋で、 記事 証明書に

よって 積 明ら でないときには、それを明ら

にする書 も です。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築等のた の金銭

により、その 築等をした住宅用の家屋の敷地の用

に供されることとなる土地等を取得したときには、そ

の土地等に関する 記事 証明書も せて 出してく

ださい。

15 等の

等 の の しなどでそ
の家屋 住宅用の家屋に 当すること及び 積を
明ら にする書

等 た の
用の の

類（ 事の 定 の記載 あるものに
ります。）

等 した
記の 類 類

15 等の し

に るい れ の書
a の し
b の し
c 等

(注) 築等に係る 事 、住宅用の家屋について う

、 又は の 入を する に係る

又は である場合には、住宅 保 保険

引受けを った 事 保 保険

されていることを証する書 も せて 出し

てください。

15 等の

等 した
記の 類 類

10 

15 等の し

等 の の しなどでそ

の 築等に係る 事 した年 びにその
築等に係る 事に した 用の額及びその明細

を明ら にするもの

15 等の

等 した
記の 類 類

12

15 し の し
用の の 等 の用 の用 記載し

た 類
等 した 用の の用 類

の

13

等 した 用の 等 の し

15 等の し

に るい れ の書
a 
b の し
c 等

(注) 「 築等 事証明書」は、 築等に係る 事 住

宅用の家屋を 等住宅の に適合させるた のも

のであることについて証明されたものに ります。

15 等の

等 した 記
の 類 類

　 築等に係る 事の の相手方（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得の相手方を含みます。）

　 築等に係る 事の の をした年 　
　 築等に係る対価等の額及びこれらの額に含まれる 額及び地方 額の合計額（ 築等に係
る対価等の額に含まれる 等の 1 である場合のみ となります。）

１
・
２

用の 記

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の

しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出をする

ことにより、 記事 証明書の原 の添付を するこ

と できます。

56



        

の   の   

分 取得等 の の 類 等用

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の 」の適用を受けるた の添付書 等
を する に 用してください（ 13 は、55 の の 号に対 しています。）。

な 、この添付書 は、 用の の 等 した を対 としています。

類 等

の の などで、 の内容を証する書
受贈者の 名、生年 贈与者 受贈者の に 当すること

など 年 の 得 に係る 得 類 分の 得
得 の した 、 の した の 記

、 得 類 要

21 分 26 分 の の の などで「住宅取得等資金の 」の適用の有 を
してください。(注) 添付書 として 出する はありません。

用の の 等

・
13

住宅用の家屋の 等 の の しなどで の内容を明ら にする書

・

15 等の し

(注)1 築等をした住宅用の家屋で、 記事 証明書に

よって 積 明ら でないときには、それを明ら

にする書 も です。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築等のた の金銭

により、その 築等をした住宅用の家屋の敷地の用

に供されることとなる土地等を取得したときには、そ

の土地等に関する 記事 証明書も せて 出してく

ださい。

15 等の

等 の の しなどでそ
の家屋 住宅用の家屋に 当すること及び 積を
明ら にする書

等 た の
用の の

類（ 事の 定 の記載 あるものに
ります。）

等 した
記の 類 類

15 等の し

に るい れ の書
a の し
b の し
c 等

(注) 築等に係る 事 、住宅用の家屋について う

、 又は の 入を する に係る

又は である場合には、住宅 保 保険

引受けを った 事 保 保険

されていることを証する書 も せて 出し

てください。

15 等の

等 した
記の 類 類

10 

15 等の し

等 の の しなどでそ

の 築等に係る 事 した年 びにその
築等に係る 事に した 用の額及びその明細

を明ら にするもの

15 等の

等 した
記の 類 類

12

15 し の し
用の の 等 の用 の用 記載し

た 類
等 した 用の の用 類

の

13

等 した 用の 等 の し

15 等の し

に るい れ の書
a 
b の し
c 等

(注) 「 築等 事証明書」は、 築等に係る 事 住

宅用の家屋を 等住宅の に適合させるた のも

のであることについて証明されたものに ります。

15 等の

等 した 記
の 類 類

　 築等に係る 事の の相手方（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得の相手方を含みます。）

　 築等に係る 事の の をした年 　
　 築等に係る対価等の額及びこれらの額に含まれる 額及び地方 額の合計額（ 築等に係
る対価等の額に含まれる 等の 1 である場合のみ となります。）

１
・
２

用の 記

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の

しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出をする

ことにより、 記事 証明書の原 の添付を するこ

と できます。

47

分 取得等 の た の の の

この は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の
特例」を適用すること できる どう について な 目を したものです。 欄の のみに ある場合には、原

てこの特例の適用を受けること できます。
な 、この は、 用の の 取得 した を対 としています。

 また、 の場合には、この と なる ありますので、 分 取得等 の の

年 15 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築又は取得 できな った場合
　年 15 までに住宅用の家屋の 築又は取得をした 、その住宅用の家屋 により （通常の によって

は原 な を含みます。）をした場合
上記 に 当する は、「 住宅用の家屋の 築又は取得 に関する事 」の「取得をした」を「取得をする」に えて してください。

あなたは、贈与を受けた に いて贈与者の （ や など）である 定相 又は です 。

あなたは、 13年 に生まれた です 。

用の の 取得

築又は取得をした住宅用の家屋は、あなたの配偶者、 など特別の関係 ある との に き

築（これらの らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をし、又はこれ

らの ら取得（その敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。）をしたものです 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み

ます。）又は取得（その敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。）をし、贈与を受けた金銭の

額をその対価に てました 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築の 事 （ 築の 事の に る を含み

ます。）又は住宅用の家屋の取得をしています 。

（注）1　「 築の 事の に る 」とは、屋 （その骨 みを含みます。）を有し、土地に定 した建造物
として られる の をいいます。

　2　「取得」の場合には、上記 の にあるもの 含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のた の金銭
を建売住宅又は 譲 の取得の対価に てている場合であっても、 年 1 までにその引

しを受けていなければなりません。
　3　受贈者 「住宅用の家屋」を 有する（ 有 を有する場合も含まれます。）ことにならない場合は、こ

の特例の適用を受けることはできません。

築又は取得をした住宅用の家屋は 内にあり、 記 上の 積（ 有建物の場合はそ

の 有 の 積）は 0 上で、 つ、その家屋の 積の の 上に相当する あなた

の居住の用に供されるものです 。

(参考) 「住宅取得等資金の 」の適用を受ける場合には、適用対 となる家屋の 積に上 （2 0 ）

ありますので 注 ください。

用の の 取得 した の 記 し

取得をした住宅用の家屋は、 のい れ に 当します 。

建築 用されたことのない住宅用の家屋

建築 用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の 20年 内（ 建築物の場合

は25年 内）に建築されたもの

(注) 「 建築物」とは、 骨造、 造又は 骨 造などのものをいいます。

建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 に適合するものとして58 の

類 の ・ ・ の の書 により証明されたもの

建築 用されたことのある住宅用の家屋（上記 及び のい れにも 当しないものに り

ます。）で、その住宅用の家屋の取得の までに その住宅用の家屋の を うこと

につき58 の 類 の ・ ・ の の 書等に いて

事などに をし、 年 15 までにその によりその住宅用の家屋 に

適合することとなったことにつき、58 の 類 の ・ ・ の の

証明書等により証明 されたもの

の

贈与を受けた に、あなたは、 内に住 を有し、 つ、 を有していました （注）。
(注) 内に住 を有し、 つ、 を有する でない場合であっても、相 の 号に る

居住 者又は 号に る 居住 者である場合には、「はい」を で んでください。こ
れらの の については10 を ください。

あなたは、 に 築又は取得をした住宅用の家屋に居住しています （居住していない場合には、
年12 31 までに なくその家屋に居住する みです 。）。

当する を

で んでください

とし

は に 載しています。
の の 取得用 を せて 用ください。な 、
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住宅用の家屋の の の しや の しなど、 取得の
（ 築又は取得に係る住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等の取得

の相手方を含みます。） 類
(注) 上記の内容 記事 証明書で明ら になる場合は、 記事 証明書で差し支えありません。

・

・

15 の 取得し

(注)1 取得をした建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 記事 証明書によって

積及び築年 明ら でないときには、それらを明ら にする書 も です。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築又は取得のた の金銭により、その 築又は取得

をした住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取

得したときには、その土地等に関する 記事 証明書も せて 出してください。

に るい れ の書 取得した 、 の の

の 要

a 

b の し
c 類

(注)1 「 適合証明書」は、その家屋の取得の 年 内にその証明のた の家屋の

したものに ります。

2 「建 住宅 価書の し」は、その家屋の取得の 年 内に 価されたもので、

等 に係る 価 等 、 又は であるものに ります。

3 「 存住宅売 保 保険 されていることを証する書 」は、その保

険 その家屋の取得の 年 内に されたものに ります。

に るい れ の 書等の し（住宅用の家屋の を うこと
につき をしたことを証する書 ）及びその 書等に た証明書等 取

得した 、 の の の 要

等書明証等書
a の の の

b 
c の し

d 
の

類

(注)1 書等は、住宅用の家屋の取得の までに った に係るものに ります。

2 証明書等は、 年 15 までに に適合することとなった住宅用の

家屋に係るものに ります。

3 「建 住宅 価書の し」は、 等 に係る 価 等 、 又は である

ものに ります。

15
の

の
の しなどでその

家屋 住宅用の家屋に
当すること及び 積を
明ら にする書

た の
用の の

類（ 事の
定年 の記載 ある

ものに ります。）
した 用の
の用 した

記 の
類

類

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」
の適用を受けるた の添付書 を する に 用してください（ は、57 の の 号に対

しています。）。
な 、この添付書 は、 用の の 取得 した を対 としています。

分 取得等 の た の の の 類 取得用

類

・

の の などで、 の内容を証する書
受贈者の 名、生年
受贈者 贈与者の 定相 又は であること

用の の 取得

の

15 し の し
用の の 取得 の用 の用

記載した 類
取得 した 用の の用 類

の 要 類

10 

         

の            の

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の しなどの 動産 号等の記載
のある書 の 出をすることにより、 記事 証明書の原 の添付を すること で
きます。

用の 記
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住宅用の家屋の の の しや の しなど、 取得の
（ 築又は取得に係る住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等の取得

の相手方を含みます。） 類
(注) 上記の内容 記事 証明書で明ら になる場合は、 記事 証明書で差し支えありません。

・

・

15 の 取得し

(注)1 取得をした建築 用されたことのある住宅用の家屋で、 記事 証明書によって

積及び築年 明ら でないときには、それらを明ら にする書 も です。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築又は取得のた の金銭により、その 築又は取得

をした住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取

得したときには、その土地等に関する 記事 証明書も せて 出してください。

に るい れ の書 取得した 、 の の

の 要

a 

b の し
c 類

(注)1 「 適合証明書」は、その家屋の取得の 年 内にその証明のた の家屋の

したものに ります。

2 「建 住宅 価書の し」は、その家屋の取得の 年 内に 価されたもので、

等 に係る 価 等 、 又は であるものに ります。

3 「 存住宅売 保 保険 されていることを証する書 」は、その保

険 その家屋の取得の 年 内に されたものに ります。

に るい れ の 書等の し（住宅用の家屋の を うこと
につき をしたことを証する書 ）及びその 書等に た証明書等 取

得した 、 の の の 要

等書明証等書
a の の の

b 
c の し

d 
の

類

(注)1 書等は、住宅用の家屋の取得の までに った に係るものに ります。

2 証明書等は、 年 15 までに に適合することとなった住宅用の

家屋に係るものに ります。

3 「建 住宅 価書の し」は、 等 に係る 価 等 、 又は である

ものに ります。

15
の

の
の しなどでその

家屋 住宅用の家屋に
当すること及び 積を
明ら にする書

た の
用の の

類（ 事の
定年 の記載 ある

ものに ります。）
した 用の
の用 した

記 の
類

類

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特例」
の適用を受けるた の添付書 を する に 用してください（ は、57 の の 号に対

しています。）。
な 、この添付書 は、 用の の 取得 した を対 としています。

分 取得等 の た の の の 類 取得用

類

・

の の などで、 の内容を証する書
受贈者の 名、生年
受贈者 贈与者の 定相 又は であること

用の の 取得

の

15 し の し
用の の 取得 の用 の用

記載した 類
取得 した 用の の用 類

の 要 類

10 

         

の            の

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書の しなどの 動産 号等の記載
のある書 の 出をすることにより、 記事 証明書の原 の添付を すること で
きます。

用の 記
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分 取得等 の た の の の

この は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相 の特

例」を適用すること できる どう について な 目を したものです。 欄の のみに ある場合には、原

この特例の適用を受けること できます。

な 、この は、 用の の 等 した を対 としています。

　また、 の場合には、この と なる ありますので、 分 取得等 の の

は に 載しています。

年 15 までに に するや を得ない事 により、住宅用の家屋の 築等 できな った場合

年 15 までに住宅用の家屋の 築等をした 、その住宅用の家屋 により （通常の によっては原

な を含みます。）をした場合

あなたの配偶者、 など特別の関係 ある との に き住宅用の家屋の 築等（これらの

らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をしたものです 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築等（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得

を含みます。）をし、贈与を受けた金銭の 額をその対価に てました 。

年 15 までに住宅用の家屋の 築等の 事 （ 築等の 事の に る

を含みます。）しています 。

(注) 「 築等の 事の に る 」とは、 築又は 築 の屋 （その骨 みを含みます。）を有

し、 存の家屋と となって土地に定 した建造物として られる の をいいます。

築等をした住宅用の家屋は 内にあり、 築等 の住宅用の家屋の 記 上の 積

（ 有建物の場合はその 有 の 積）は 40 上で、 つ、その家屋の 積の の

上に相当する あなたの居住の用に供されるものです 。

(参考) 「住宅取得等資金の 」の適用を受ける場合には、適用対 となる家屋の 積に上 （240

） ありますので 注 ください。

築等に係る 事は、あなた 有し、 つ、居住している家屋に対して ったもので、 定の

事に 当することにつき、60 の 類 の に る書 により証明

されたものです 。

築等に係る 事に した 用の額は 100 上です 。
また、 築等の 事に した 用の額の の 上 、あなたの居住の用に供する の 事

に したものです 。

用の の 等

あなたは、贈与を受けた に いて贈与者の （ や など）である 定相 又は です 。

あなたは、 13年 に生まれた です 。

の

贈与を受けた に、あなたは、 内に住 を有し、 つ、 を有していました （注）。

(注) 内に住 を有し、 つ、 を有する でない場合であっても、相 の 号に る居

住 者又は 号に る 居住 者である場合には、「はい」を で んでください。これ

らの の については10 を ください。

10
あなたは、 に 築等をした住宅用の家屋に居住しています （居住していない場合には、
年12 31 までに なくその家屋に居住する みです 。）。

当する を

で んでください

として

の の 等用 を せて 用ください。な 、

　上記 に 当する は、「 住宅用の家屋の 築等 に関する事 」の「 築等をした」を「 築等をする」に、「 事に した」を「 事に する」に

えて してください。
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の特例」の適用を受けるた の添付書 を する に 用してください（ 10 は、 の

分 取得等 の た の の の 類 等用

この添付書 は、 年 に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相

の 号に対 しています。）。
な 、この添付書 は、 用の の 等 した を対 としています。

の 要 類

11

の

住宅用の家屋の 等 の の しなど 等 の （その敷地の用
に供されることとなる土地等の取得の相手方を含みます。） 類

・

15 等の
し

(注)1 築等をした住宅用の家屋で、 記事 証明書

によって 積 明ら でないときには、それを明

ら にする書 も です。

2 贈与を受けた住宅用の家屋の 築等のた の金

銭により、その 築等をした住宅用の家屋の敷地

の用に供されることとなる土地等を取得したときに

は、その土地等に関する 記事 証明書も せて 出

してください。

15 等の

等 の の しなどでそ
の家屋 住宅用の家屋に 当すること及び 積を
明ら にする書

等 た の
用の の

類（ 事の 定 の記載 あるものに
ります。）

等 した
記の 類
類

15 等の
し

に るい れ の書
a の し

b の し
c 等

(注) 築等に係る 事 、住宅用の家屋について

う 、 又は の 入を する に

係る 又は である場合には、住宅 保

保険 引受けを った 事

保 保険 されていることを証する書

も せて 出してください。

15 等の

等 した
記の 類
類

15 等の
し

等 の の しなどで
その 築等をした年 びにその 築等に
係る 事に した 用の額及びその明細を明ら
にするもの

15 等の

等 した
記の 類
類

10

15 し の し
用の の 等 の用 の用

記載した 類
等 した 用の の用 類

用の の 等

の の

類

・

の の などで、 の内容を証する書

受贈者の 名、生年

受贈者 贈与者の 定相 又は であること

3　 告書への 動産 号等の記入又は 記事 証明書

の しなどの 動産 号等の記載のある書 の 出を

することにより、 記事 証明書の原 の添付を

すること できます。

用の 記
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